
 

 

【アジア諸国の知的財産制度の整備状況】 

2007年 5月現在 

 

 

 

9 1980 1989 1990 1975 1976

 パリ条約 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1883 1985 1997 1980 1950 1965 1989 1995 1998 1949

 ＰＣＴ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1970 1994 1984 7 2001 2006 1995 1998 1993

 ブタペスト条約 ○ ○ ○ ○ ○

1977 1995 1988 1981 1995 2001

 WTO/TRIPS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1995 2001 1995 1995 2002 1995 1995 1995 1995 1995 1995 2007

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2001.7 1997.6 2007.1 2004.7 1999.9 01.8 1998.1 2003.8 2004.7 2005.1 2006.7

改正施行 改正施行 改正施行 改正施行 改正施行 改正施行 ＩＰ法施行 改正施行 改正施行 改正施行 ＩＰ法施行

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2001.12 2003.4 2007.1 2003.11 2000.6 01.8 1998.1 2003.3 2004.7 2003.9 2006.7

改正施行 改正施行 改正施行 改正施行 改正施行 改正施行 ＩＰ法施行 改正施行 改正施行 改正施行 ＩＰ法施行

◇ ○ ○ ◇ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（特許法） 1997.6 2007.1 （特許法） （特許法） 2001.6 1998.1 2003.3 2005.1 2001.5 2006.7

改正施行 改正施行 施行 ＩＰ法施行 改正施行 改正施行 改正施行 ＩＰ法施行

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2001.10 1997.6 2005.1 2004.9 1998.3 03.7 1998.1 2003.10 1999.12 1999.12 2006.7

改正施行 改正施行 改正施行 改正施行 改正施行 改正施行 ＩＰ法施行 改正施行 改正施行 改正施行 ＩＰ法施行

○ ◇ ○ ○ ◇ ◇ ○ ◇ ◇ ○ ○

1993.12 （コモンロー） 2004.7 2000.2 (刑法、民法、 法、 1998.1 （コモンロー、 （コモンロー 1969.12 2005.7

改正施行 改正施行 改正施行 商法） ＩＰ法施行 取引表示法） 等） 改正施行 競争法施行

◇ ◇ ◇ ○ ○ ○ ○ ◇ ◇ ◇ ○

（不正競争 （コモンロー） 2004.7 1996.1 2002.7 2001.6 1998.1 （コモンロー） （コモンロー （コモンロー、 2006.7

防止法） 改正施行 施行 施行 施行 ＩＰ法施行 等） 契約法） ＩＰ法施行

○ ◇ ○ ◇ ◇ ◇ ○ ◇ ◇ ◇ ○

2002.1 （著作権法） 2003.7 （著作権法） （著作権法） （著作権法） 1998.1 （著作権法） （著作権法） （著作権法） 2006.7
保護条例施行 改正施行 ＩＰ法施行 ＩＰ法施行

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2001.10 1994.3 2002.7 2002.6 2000.8 01.6 2001.8 2000.8 1999.2 2001.12 2006.7
保護条例施行 改正施行 改正施行 改正施行 施行 施行 施行 施行 施行 施行 ＩＰ法施行
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 中国  香港  韓国  台湾  タイ  インドネシア  フィリピン  マレーシア  シンガポール  インド  ベトナム 

 WIPO設立条約 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1967 1980 1979 1989

 

 

（備考） 

○：国際条約については加盟済、国内法については制定・施行済 

◇：個別の知的財産法として国内法制化はされていないが、他の法律により適用可能 

×：国際条約については未加盟、国内法については未制定／未施行 

※：中国返還前にイギリスが締結した条約が、返還後も香港特別行政区基本法により引き続き適用 

 


